
１ 

 

■令和５年度 大阪府介護ロボット導入支援事業 Ｑ＆Ａ 

 

【申請について】 
 

 Ｑ Ａ 

１ 

 

 

法人本部は大阪府外だが、事業所は

府内に存在している場合は補助対象

となるか。 

補助対象となります。 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の補助金と重複して補助を受ける

ことはできるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できません。 
 

【ほかの補助金の例】 

① 厚生労働省の各都道府県労働局における「人材確

保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）の

「目標達成助成」のうち、「非装着型移乗介助機

器」及び「装着型移乗介助機器」 

② 「ICT導入支援事業（Wi-Fi環境整備）」の対象

となるもの 
 

①・②については、本事業と対象が重複するため、ど

ちらの補助を受けるのか、よく検討してください。 

（重複して申請しないようにしてください） 
 

（例えば、ICT導入支援事業で Wi－Fi環境整備を申

請した場合、介護ロボット導入活用支援事業で同じWi

－Fi に関する経費を重複して申請できません。ただ

し、ICT導入支援事業でタブレット等を申請し、介護

ロボット導入活用支援事業で移乗支援の機器を申請す

るなど、補助対象経費が異なるならばそれぞれ申請す

ることは差し仕えありません。） 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去にこの補助金の交付を受けた事

業所でも、再度補助を受けることは

可能か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度は介護ロボットを広く普及させるため、過

去にこの補助金の交付を受けたことがなく（未活

用）、かつ介護ロボットを導入したことがない（未導

入）介護サービス事業所を優先して選定します。 

なお、過去にこの補助金の交付を受けて介護ロボット

を導入した事業所は、導入した種別以外のロボットで

あればエントリーすることは可能ですが、抽選による

優先順位は低くなります。 

また、既に自己負担で介護ロボットを導入している場

合についても、抽選による優先順位は低くなります。

詳しくは府のホームページ「エントリーについて」を

ご確認ください。 

４ 

 

導入する介護ロボットの数に制限は

あるか。 

１事業所当たりの補助上限台数は、事業所の利用（入

所）定員とします。（但し、補助金交付上限額まで） 

５ 

 

 

申請書提出後、導入予定機器を変更

することは可能か。 

 

原則変更はできません。ただし、当該機器が申請書類

提出後、発売中止や廃盤となった場合等はこの限りで

はありません。 

令和５年８月更新 



２ 

 

６ 

 

 

 

 

 

「見守り機器の導入に伴う通信環境

整備」については、「次のア・イ・

ウを対象とする」 とあるが、いずれ

かを選ぶということか。 

 

 

いずれか１つではなく、複数対象として差し支えあり

ません。 

ただし、複数の整備を同時に行う場合の導入計画書

は、「通信環境整備」 として１計画にまとめていた

だき、それぞれの整備について、もれなく記載してく

ださい。 

７ 

 

 

有料老人ホーム、サービス付き高齢

者向け住宅、養護老人ホーム、軽費

老人ホームは対象になるか。 

「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている場合

のみ対象となります。（交付申請時に、指定書等の写

しが必要） 

８ 

 

 

 

 

 

みなし指定の「通所リハビリテーシ

ョン」の指定通知書について 

 

 

 

 

病院に併設されている「通所リハビリテーション」

は、保険医療機関の指定通知書の写しを、介護老人保

険施設に併設されている「通所リハビリテーション」

は、介護老人保険施設の指定通知書の写しを提出して

いただき、付箋等で「みなし指定」であることを記載

してください。 

９ 

 

 

 

 

 

 

同一建物に「介護老人保険施設」と

みなし指定の「通所リハビリテーシ

ョン」がある場合は、介護ロボット

の申請は、老健と通リハの２事業所

として扱うのか。 

それとも指定番号が一つなので１事

業所として扱うのか。 

同一建物にあり、番号が同じであっても、サービスは

異なるため、それぞれの人員基準や設備基準を満たさ

なければならず、「みなし」であっても、介護給付費

の届出を提出する必要がありますので、２事業所扱い

とします。 

一体として扱いませんので、別々に申請してくださ

い。 

10 

 

 

 

介護保険法（平成 9 年法律第 123

号）に基づく指定又は許可はいつの

時点で受けている必要があるか。 

 

交付申請時点で介護保険法（平成9年法律第123号）

に基づく指定又は許可を受けている大阪府内所在の事

業所が対象となります。交付申請書類では、指定書を

添付いただく必要があります。 

したがって、交付申請書類提出の期限までに指定を受

けていない場合は、申請いただくことはできません。 

11 

 

 

 

 

 

 

対象経費の支払時に、金額換算可能

な各種ポイントが付与された場合、

本補助金を申請することは可能か。 

 

 

 

 

申請することはできますが、各種ポイント相当額につ

いては、「寄附金その他収入額」に計上し、対象経費

の実支出額から控除してください。 

また、対象経費の支払時に付与されたポイントを使用

する予定がない場合であっても、必ず「寄附金その他

収入額」に計上し、対象経費の実支出額から控除して

ください。 

12 

 

 

 

 

通信環境を整備してインカムの導入

を行いたいが、見守り機器の導入に

伴う通信環境整備で申請してよい

か。 

 

見守り機器の導入に伴う通信環境整備は、あくまでも

「見守り機器」を効果的に活用するために必要な通信

環境を整備するための経費であるため、スマホやタブ

レットの導入に伴う通信環境整備の場合は、ICT補助

金で申請してください。 

13 

 

 

 

 

補助率 3/4の要件で「少なくとも見

守りセンサー、インカム・スマート

フォン等の ICT機器、介護記録ソフ

トの３点を活用し、」とあるが、こ

れらは連動している必要があるか。 

３つが連動していなくても、３つがあって、さらに

「従前の介護職員等の人員体制の効率化を行うととも

に、利用者のケアの質の維持・向上や職員の休憩時間

の確保等の負担軽減に資する取組を行うことを予定し

ていること」の要件を満たせば、補助率を3/4として



３ 

 

  差し支えありません。 

 

【契約等について】 

 Ｑ Ａ 

１ 

 

 

 

 

リース又はレンタルの場合、補助対

象経費はいつから３月末までの経費

を記載して申請すればよいか。 

また、来年度以降支払うリース料等

は対象となるのか。 

本来は交付決定後からが対象となりますが、今年度は

４月にさかのぼって補助対象とします。３月末までの

間で、リース契約した期間の経費を記載してくださ

い。 

来年度分のリース料等は補助対象となりません。 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リース又はレンタルの場合、期間を

３年未満に設定することは可能か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護ロボット導入後、原則として３年間、介護ロボッ

ト導入後の使用状況及び効果を報告していただくこと

になっていますので、リース又はレンタルの期間は満

３年以上に設定してください。 

（発注側からの申出がなく自動更新となる場合も３年

以上となるよう契約には注意してください。） 

 

【契約期間の例】】 

令和５年11月１日～令和８年10月31日の３年間。 

また、導入してから３年を経過せずにリース等契約を

解除された場合については、既に交付している補助金

を返還していただくことがありますので、ご注意くだ

さい。 

３ 

 

 

 

 

 

 

契約、導入 （リース又はレンタ

ル・工事） はいつ行えば良いか。 

 

 

 

 

 

本来は府からの交付決定通知を受け取った後ですが、

今年度は４月にさかのぼって補助対象としますので、

交付決定通知書の到達前に契約、購入（リース・工

事）、納品、導入したものであっても、交付申請が可

能です。 

ただし、審査の結果、補助対象外となる可能性があり

ますのでご了承ください。 

４ 

 

 

 

製造業者の都合で今年度内に納品で

きない場合、補助金を受けることは

できるか。 

 

申請した年度内で納品されない場合、補助金の交付を

受けることはできません。 

申請の際には業者等に確認の上、補助金の申請を行っ

てください。 

 

 

 

 

 



４ 

 

 

【補助対象（機器等）について】 

  Ｑ Ａ 

機

器

全

般 

１ 

 

 

 

導入を検討している機器が補

助対象に該当するか分からな

い。 

 

要綱及び手引きに記載の、「目的要件」「技術的要件」

「市場的要件」を全て満たし、 「介護ロボットとは」 

及び機器ごとの「定義」に当てはまっているかどう

か確認してください。 

２ 

 

 

 

 

 

介護ロボットポータルサイト

に経済産業省が行う「ロボッ

ト介護機器開発・標準化事

業」で採択された機器が掲載

されているが、これらは全て

補助対象か。 

介護ロボットポータルサイトには、商品化済みの機

器のほか、現在開発中の機器も掲載されています。 

補助の要件としては、市場的要件（販売価格が公表さ

れており、一般に購入できる状態にあるもの）を満た

す必要がありますので、機器の開発状況の詳細は各メ

ーカーにお問い合わせください。 

３ 

 

 

介護ロボットの導入時の工事

費用や、導入後のメンテナンス

費用は補助対象になるのか。 

「介護ロボットの購入費用」または「介護ロボットの

リース費用」に対しての補助事業のため、工事費用・

メンテナンス費用については補助対象外です。 

４ 

 

 

 

 

導入する予定の介護ロボット

で、部品などを定期的に交換

しなければならないものがあ

るが、そのような消耗品は補

助対象になるか。 

本事業の補助金は「介護ロボット本体の導入に対す

る補助金」のため、消耗品（予備）は補助対象外で

す。 

 

 

５ 

 

 

 

 

付属品やオプション品は補助

対象に含まれるか。 

 

 

 

介護ロボットの使用に必要不可欠なものであり、「介

護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまり」

の一部として考えられるものであれば対象になりま

す。左記のものがなくても稼働するのであれば補助の

対象外です。 

６ 

 

 

 

 

ライセンス料は対象になるか。 

 

 

 

 

●●ソフト（ライセンス料含む）という標記であれば

問題はありません。ソフトウェアライセンスとは、ソ

フトそのもの（実際の物質）を購入するのではなく、

「ソフトを使う権利」の売買のことをいうので、ライ

センス料は補助の対象になります。 

７ 

 

 

 

 

交付決定額よりも実績が安価

になり、交付決定額との差額が

生じた場合、購入する機器の台

数を増やしたり、別の物を追加

で購入してもよいか。 

当初見積額より購入額が安くなったり、補助率3/4

の要件を満たせず、1/2の補助率となった場合で、

交付決定額との差額（余り）が生じても、台数を増

やしたり、別の物を追加で購入することはできませ

ん。 

８ 

 

 

 

 

 

「特定施設」の指定を受けて

いない、「有料老人ホーム」

または「サービス付き高齢者

向け住宅」と同一建物にある

「訪問系サービス（訪問介

護・訪問看護・訪問リハビリ

機器は 補助対象事業者となる 「訪問系サービス」

の事業所において、保管・管理する必要がありま

す。機器を使用する場所が左記施設で、使用後、設

置したままでは、管理しているとは言えません。使

用の都度、設置し、使用後は事業所に持ち帰ってい

ただかなくてはならず、管理運営上、府では「補助



５ 

 

テーション等）」で、入浴支

援等の機器を購入し、前述の

施設において使用することは

可能か。 

対象外」としています。 

国の実施要綱で対象事業所は「介護保険法に基づく

サービスを対象とする」と限定しているため、左記

の施設で使用を希望する場合は、「特定施設」の指

定を受けていることが必要です。 

移
乗
介
護 

９ 

 

 

移乗介護（非装着型）のロボ

ットで 「移動用リフト」 は

対象になるか。 

国の実施要綱の別添１ 【別紙１－２】の（定義）の

中に、「吊下げ式移動用リフトは除く」 と明記され

ていますので、補助対象になりません。 

見

守

り 

10 

 

 

 

 

 

マットセンサーに限らず、セ

ンサーで検知し、報知するだ

けの見守り機器は、補助の対

象になるか。 

 

 

過去に補助の対象としたものがありましたが、「介

護ロボット」の要件及び「見守り支援機器の定義」

に基づいて整理した結果、昨年度からは補助対象外

としています。 

（参考） 

厚生労働省資料「見守り支援機器（介護施設）」 

11 

 

防犯カメラは補助対象になる

か。 

防犯を目的としたカメラは補助対象外です。 

 

12 

 

 

 

 

複数のセンサーを組み合わせ

ての見守りシステムは対象に

なるか。 

 

 

ドア（開閉）センサー、温湿度センサー、人感セン

サー、おむつセンサー等を、見守りセンサーと組み

合わせての「見守りシステム」は対象外です。補助

の対象となるのは、離床したことがわかる見守りセ

ンサーの部分のみです。（最低限のひとまとまりのみ

対象） 

13 

 

 

 

 

 

 

 

機器本体とは別に、機器の動作

に必要なサーバーは補助対象

となるか。 

 

 

 

 

 

原則対象となりますが、システムサーバーは介護ロ

ボットの計画ではなく、通信環境整備の計画に当て

はまります。介護ロボット本体の見積書等に「サー

バー」が含まれている場合は、所要額調書作成の

際、通信環境整備の費用にサーバー分を加算して金

額を入力してください。 

ただし、介護ロボット機器の使用以外にも汎用性が

ある場合は対象外となります。 

14 

 

 

 

 

見守り支援機器に係るパソコ

ンやタブレット、スマートフ

ォンは補助対象に含めてよい

か。 

 

機器の稼働に不可欠な専用の受信・制御機器であれ

ば補助対象となりますが、介護ロボットの使用以外

にも汎用性のあるものは他に流用可能なため、パソ

コン、タブレット、スマートフォンは補助対象とな

りません。 



６ 

 

通

信

環

境

整

備 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インカムとはどのようなもの

を指すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インカムとは「職員間の情報共有や職員の移動負担

を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーション

を図るためのもの」で、ヘッドセット（マイクとイ

ヤホン）や首掛け型のネックスピーカー等により、

作業を中断することなく、ハンズフリーで送受信で

き、情報を共有することができるものを指していま

す。 

見守りセンサーとインカムを併用することで、業務

の効率化を資することが目的ですので、手がふさが

るもの（一旦作業の手を止めなければならないも

の）では効率化できるとは言えず、補助の対象外で

す。 

通

信

環

境

整

備 

16 

 

 

 

 

 

 

 

スマホにソフトを入れるタイ

プのインカムの導入を考えて

いるが、ライセンス料等は補

助の対象になるか。 

 

 

 

 

〇〇ソフト（ライセンス料含む）という標記であれ

ば問題はありません。ソフトウェアライセンスと

は、ソフトそのもの（実際の物質）を購入するので

はなく、「ソフトを使う権利」の売買のことをいう

ので、ライセンス料は補助の対象になります。 

●インカムアプリ ⇒ インカムの一部として補助対

象。  

●初期設定・設定作業費は補助対象 

17 

 

 

 

 

インカムのイヤホン・マイク

は職員数分対象になるか。 

 

 

 

インカムのイヤホン・マイクはインカムの台数分の

み対象とします。職員数分対象になるわけではあり

ません。 

職員数分購入する場合の不足分は、見積から除き、

別途購入してください。 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見守り機器を導入することに

あわせ、既存のナースコール

を見守り機器と連動可能なも

のに入れ換える場合、（補修

も含む）ナースコールの購入

（入替）費用は補助対象とな

るか。 

 

 

 

 

ナースコールは「施設基準」に設置が定められてお

り、ロボット機器がなくても設置しなければなりま

せん。（無ければ基準違反） 

義務として設置する必要があり、もともと補助対象

とならないものに対して、介護ロボットをいれるか

らという理由で、「ナースコール」の入替費用を補

助することはできません。 

基幹線の部分に対しては補助はできませんが、「ナ

ースコール連動型」で中継ユニット等、ナースコー

ルを利用して報知するために必要なものは補助対象

としています。 

19 

 

 

「研修費」「サポート費」、

それに伴う「交通費」は補助

の対象になるか。 

設定費に含むものとし、初回のみ補助対象としま

す。（職員向けに複数回行っていても、１回のみ） 

 



７ 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

見守り支援機器が離床を感知

した場合の発報方法につい

て、①Wi-Fiでインカムに報

知する方法と、②ナースコー

ル連携（連動）によりPHS等

に報知する方法の２通りある

場合、どちらも同時に申請し

てよいか。 

インカムに報知する場合、アプリ・イヤホン等の購

入費、インカム設定費等が必要です。 

また、ナースコール連携（連動）の場合、「ナース

コール接続ケーブル、分配器、中継器等」が必要に

なりますが、予算に限りがありますので、①、②の

どちらか一方で申請してください。（どちらも導入

していただくことは可能ですが、補助金は「最低限

のひとまとまり」の分しか補助できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【導入後について】 

 Ｑ Ａ 

1 

 

 

 

本補助事業を活用して導入した介

護ロボットを１年間使用しました

が、その後、事業所の都合で使用

しないことは可能か。 

本補助金は、原則として３年以上当該介護ロボ

ットを使用することが条件です。 

また、使用状況報告書を３年度分提出していた

だく必要があります。 

2 

 

 

 

 

特別養護老人ホームで補助金を受

けて導入したロボットについて、

併設のデイサービスで利用したい

と考えているが、どうすればよい

か。 

原則として補助を受けた施設以外では使用する

ことはできません。 

 

 

 

3 

 

 

 

導入した介護ロボットが故障した

場合はどうなるのか。 

 

 

修理費用が発生しても、補助対象とはなりませ

ん。修理が困難、修理費用が高額等のため処分

する場合は、別途手続が必要です。事前に相談

ください。 



８ 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金を受けて導入したロボット

等を処分する場合の手続きは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付要綱第６条１項５号に「補助事業により導

入した価格が30万円以上の介護ロボット及び見

守り機器の導入に伴う通信環境については、減

価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和40年

大蔵省令第15号）で定める期間を経過するま

で、知事の承認を受けないで、補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはな

らないこと」と規定があります。 

また、同条１項10号で「違反した場合は、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既

に補助金が交付されているときは、それを返還

すること。」と定められていますので、ご注意

ください。 

なお、処分する場合は、同項６号により、「処

分することにより収入があった場合には、その

全部又は一部を府に納付させることがある」と

定められていますので、事前に必ず大阪府へご

相談ください。 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績報告時の「領収書」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットショッピングでのクレジットカード払い

で領収書が無い場合、証拠書類として「クレジッ

ト会社の利用明細書」及び「機器等の代金が引き

落とされた通帳」のコピーを提出してください。 

また、ATＭからの銀行振込の場合は「振込明細

書」を添付してください。 

（補助金の支払いには明確な透明性、客観性と

適切な経理処理が要求されており、振込による

第三者(金融機関)による証拠書類が必要です。） 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書を作成していないが、契約

の有無が確認できる書類はどうす

ればよいか 

 

 

 

 

 

 

契約書の代わりとして発注書や、購入の意思を

相手方に伝える書類の写しでも提出可能です。

なお、発注書等の書類には下記の内容が記載さ

れているか確認してください。 

①発注日、②購入する法人名、③相手方（機器

の代理店など）の名前、④機器名、⑤台数、⑥

納入期限、⑦購入金額（消費税額がわかるよう

になっており、付属品等がある場合は内訳がわ

かるもの） 



９ 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「導入した機器の写真」 につい

て、 同一機器を複数台導入した場

合は、１台分だけでよいか。  

また、「Wi-Fi環境整備」の写真

は何を撮影すればよいか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の支出ですので、現地に赴き、機器の確

認と、台数をカウントして検査するところ、実

績報告に基づく検査を写真等で行っています。

納品書で納品された台数の確認はできますの

で、同じ機器を１台ずつ撮影する必要はありま

せん。 

複数台導入した場合は、写真１枚にまとめてい

ただいても結構ですし、１枚に入り切らない場

合は、１台のみの撮影でも差し支えありませ

ん。 

 「Wi-Fi環境整備」の写真は、導入したモデ

ム・ルーター、アクセスポイント等の機器をす

べて撮影し、添付してください。（図面と写真

が一致しているか確認します。） 

なお、配線工事の工事箇所等は不要です。 

8 

 

 

 

使用状況報告書の提出はいつまで

に行わなければならないか。 

 

 

補助事業が完了した日の属する府の会計年度以

降、３年度間、各年度分の提出が必要です。報

告書の様式や提出日は毎年２〜３月中に担当者

様あて別途案内します。 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請書類（Excel）の「基本

情報入力」のワークシート内、

「3.交付申請にあたっての確認項

目」の３つ目「導入年度に導入製

品の内容や導入効果等を厚生労働

省に報告するものとする」とある

が、この導入報告と使用状況報告

の２種類の報告が必要か。 

 

 

この導入報告は今年度、国の要綱に示されたも

の（府の交付要綱では第８条）であり、具体的

な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細につ

いては、毎年度、厚生労働省から別途通知され

国に報告するものです。 

一方、使用状況報告書は以前から府が３年度間

提出を求めており、導入の効果等を分析、統計

資料の基本データとして活用しています。 

提出先等が異なる別の報告ですので２種類の報

告書の提出が必要です。 

 


